
（平成２４年２月２２日報道資料抜粋）

１．今回のあっせん等の概要

（１）年金記録の訂正の必要があるとのあっせんを実施するもの 2 件

国民年金関係 1 件

厚生年金関係 1 件

年金記録確認青森地方第三者委員会分

年金記録に係る苦情のあっせん等について



                      

  

青森国民年金 事案 698 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 37 年４月から 39 年３月までの期間及び 49 年 10 月から

50 年３月までの期間の国民年金保険料については、納付していたものと

認められることから、納付記録を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 13 年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 37 年４月から 39 年３月まで 

             ② 昭和 49 年 10 月から 50 年３月まで 

申立期間について、年金事務所に記録照会したところ、国民年金保

険料が未納であるとの回答があった。 

申立期間①及び②の国民年金保険料は、私の夫がＡ村役場（現在は、

Ｂ市）に夫婦二人分の保険料をまとめて納付してきたにもかかわらず、

私の保険料のみが未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人の国民年金保険料を納付したとする申立人の夫は、Ａ村の国民

年金被保険者名簿の検認済記録欄により、国民年金制度発足時に国民年

金被保険者資格を取得してから平成４年度までの国民年金加入期間につ

いて、保険料を全て納付しており、その夫の保険料の納付意識は高かっ

たものと考えられる。 

申立期間①について、申立人は、「私の夫がＡ村役場に夫婦二人分の国

民年金保険料をまとめて納付してきたはずである。」と述べているところ、

前記の国民年金被保険者名簿により、申立人の夫の納付記録を見ると、

当該期間の保険料は納付済みであることが確認できる上、申立人の当該

期間前後の保険料は納付済みとなっている。 

また、申立人及び申立人の夫のＡ村の国民年金被保険者名簿の納付記

録により、国民年金保険料の納付日が確認できる昭和 60 年度以降につい

ては、夫婦ともに同日に納付していることが確認できることから、申立



                      

  

人の主張に不自然さは見られない。 

さらに、申立人は、「我が家は専業農家で１町８反歩の田圃
た ん ぼ

を耕作して

おり、Ａ村において耕地面積の広さは中の上に当たり、当時の農業収入

も安定していた。」と主張していることから、申立人の申立期間①の国民

年金保険料のみを納付できなかったとする特段の事情も見当たらない。 

   申立期間②について、当該期間は６か月と短期間であるとともに、申

立人の当該期間前後の国民年金保険料は納付済みである。 

また、申立期間②については、申立人のオンライン記録では未納とな

っているものの、申立人のＡ村の国民年金被保険者名簿では、当初、納

付済みとされていた納付記録の上に未納の印が押されていることが確認

できる上、申立人の国民年金保険料を夫婦ともに納付したとする申立人

の夫の当該期間のオンライン記録は未納とされているが、夫のＡ村の国

民年金被保険者名簿では保険料が納付済みとされており、その納付記録

には齟齬
そ ご

が認められるなど、行政側の記録管理が適正に行われていなか

った状況がうかがえる。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国

民年金保険料を納付していたものと認められる。 

 



                                         

  

青森厚生年金 事案 831 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間の船員保険料を事業主により給与から控除されて

いたことが認められることから、申立人のＡ社（現在は、Ｂ社）におけ

る資格取得日に係る記録を昭和 29 年５月 10 日に、資格喪失日に係る記

録を同年８月 31 日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を１万 2,000 円と

することが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る申立期間の船員保険料を納付する義務

を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

  氏    名 ： 男 

  基礎年金番号 ：  

  生 年 月 日 ： 大正 15 年生 

  住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

  申 立 期 間 ： 昭和 29 年５月 10 日から同年８月 31 日まで                      

    私は、Ａ社に昭和 25 年 11 月から 53 年６月まで継続して勤務し、乗

船時は船員保険、陸上勤務時は厚生年金保険に加入しているが、29 年

５月 10 日から同年８月 31 日までＣに出航した期間について、船員保

険の加入記録が無いことに納得できないので調査してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由  

   事業主の回答並びに事業主から提出された人事カード、職員名簿及び

元同僚の証言により、申立人が申立期間において継続してＡ社に勤務し

ていたことが認められる。 

また、申立期間当時、申立人と同じＡ社Ｄ課職員であった元同僚は、

「私は申立期間当時、Ｃに出航していたが申立人と一緒だったかどうか

はっきりした記憶は無い。ただ、申立人は当時、上司であった課長代理

と一緒に出航していたはずだ。」と証言しているところ、当該元同僚及び

課長代理には、申立期間において船員保険の被保険者期間としての記録

が存在する。 

さらに、申立人は、「申立期間当時、Ｅには部長代理を船団長とし、Ｄ

課職員のほぼ全員が出航していたが、Ｃは全員ではなかった。Ｃには、

Ｅから帰った後、１か月くらい準備期間があり、Ｆ、Ｇ、Ｈ船団それぞ



                                         

  

れが準備でき次第、順次、出航していた。また、出航しない陸上勤務の

職員もいた。」と供述しており、前記の元同僚も同様の証言をしているこ

とから判断すると、申立期間当時、Ａ社Ｄ課職員の勤務形態は同一では

なかったことがうかがわれるところ、同課職員７人及び部長代理の計８

人の年金記録を確認すると、申立期間において、前記の元同僚、課長代

理、部長代理及びもう一人の上司の４人は船員保険に加入し、ほかの４

人は厚生年金保険に加入していることが確認できる。 

加えて、職員名簿及び船員保険被保険者名簿により、前記元同僚以外

に連絡の取れた４人の元同僚は、いずれも申立人を記憶しており、うち

３人は、「申立人は申立期間当時、Ｃに出航していたと思う。」と供述し

ている。 

これらを総合的に判断すると、申立人は、申立期間に係る船員保険料

を事業主により給与から控除されていたことが認められる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、申立人と同年代で同一職

種とする上記同僚の社会保険事務所（当時）の記録から判断すると、１

万 2,000 円とすることが妥当である。 

   なお、申立人に係る船員保険料の事業主による納付義務の履行につい

ては、事業主は、「申立期間当時の関係資料は保管していないため、不

明である。」と回答しているが、事業主から申立人に係る船員保険被保

険者資格の取得届が提出された場合には、その後被保険者資格の喪失届

を提出する機会があったこととなるが、いずれの機会においても社会保

険事務所が当該届出を記録していないとは、通常の事務処理では考え難

いことから、事業主から当該社会保険事務所へ資格の得喪に係る届出は

行われておらず、その結果、社会保険事務所は、申立人に係る昭和 29 年

５月から同年７月までの船員保険料について納入の告知を行っておらず、

事業主は、申立期間に係る保険料を納付する義務を履行していないと認

められる。 


